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重
度
心
身
障
害
者
に
は
医
療

費
を
助
成
し
て
い
ま
す

　

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

制
度
と
は
、
一
定
の
障
害
等
が
あ

る
人
が
医
療
を
受
け
た
際
の
医
療

費
を
公
費
で
負
担
す
る
制
度
で

す
。

■
対
象
と
な
る
人
／

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級

を
お
持
ち
の
方

②
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の
方

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
を
お
持
ち
の
方

④
国
民
年
金
法
施
行
令
別
表
１
級

程
度
の
障
害
を
お
持
ち
の
方

■
有
効
期
間
／

　

平
成
19
年
７
月
１
日
か
ら
平
成

20
年
６
月
30
日
ま
で

■
助
成
の
条
件
／

　

一
定
の
所
得
基
準
を
超
え
な
い

方
。（
所
得
基
準
に
つ
い
て
は
福
祉

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

　

対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
方
は

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
す
で
に
受
給
し
て
い
る

　

健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し

（
厚
生
年
金
加
入
者
の
場
合
）、
所

得
証
明
（
１
月
２
日
時
点
で
周
防

大
島
町
に
住
民
登
録
し
て
い
な

か
っ
た
場
合
）、
印
鑑
、
通
帳
等
の

振
込
先
口
座
番
号
が
分
か
る
書
類

（
郵
便
局
は
不
可
）

■
受
給
資
格
／

　

小
学
校
第
６
学
年
修
了
前
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
人
で
、
前
年

の
所
得
が
一
定
額
未
満
の
方
に
、

児
童
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
児
童
手
当
の
額
／

　

現
に
養
育
し
て
い
る
児
童
で
、

１
人
目
お
よ
び
２
人
目
の
児
童
は

月
額
５
千
円
（
た
だ
し
、
３
歳
未

満
の
児
童
は
一
律
月
額
１
万
円
）、

３
人
目
以
降
の
児
童
は
月
額
１
万

円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
手
続
き
／

　

福
祉
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
お

よ
び
各
出
張
所

※
児
童
手
当
の
制
度
が
拡
充
さ

れ
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
４
月
分
よ
り
、
３
歳

未
満
の
児
童
に
対
す
る
児
童
手
当

が
一
律
月
額
１
万
円
と
な
り
ま
し

た
。
な
お
、
現
在
受
給
中
の
方
は
、

こ
の
改
正
に
よ
る
手
続
き
を
行
う

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
／

　

福
祉
課
☎
７
７
‐
５
５
０
５

　

周
防
大
島
猟
区
設
定
に
つ
い
て
（
お
願
い
）

　

本
町
の
猟
区
は
、
大
島
猟
区
・
久
賀
猟
区
・
橘
猟
区
・
東
和
猟
区

と
４
つ
の
猟
区
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
年
10
月
31
日
を
も
っ

て
東
和
猟
区
の
存
続
期
間
（
10
年
間
）
が
満
了
し
ま
す
。
こ
の
度
の

東
和
猟
区
の
存
続
期
間
満
了
に
併
せ
、
４
つ
の
猟
区
を
１
つ
と
し
、

周
防
大
島
猟
区
の
設
定
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

猟
区
の
役
割
と
し
て
は
、
入
猟
者
を
規
制
・
管
理
し
、
町
民
の
安

全
性
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
や
、
狩
猟
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
へ
の

被
害
の
防
止
、
ま
た
、
こ
れ
ら
鳥
獣
の
繁
殖
調
整
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

も
し
猟
区
を
設
定
し
な
い
場
合
、
町
の
入
猟
規
制
は
な
く
な
り
、

毎
年
狩
猟
期
間
の
11
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
15
日
ま
で
の
全
て
の
曜

日
に
随
時
入
猟
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
入
猟
規
制
が
な
く
な
る
と
、

特
に
み
か
ん
農
家
の
多
い
本
町
で
は
狩
猟
時
期
と
農
繁
期
と
が
重
な

る
こ
と
と
な
り
、
町
民
に
と
っ
て
は
不
安
な
状
況
と
な
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
猟
区
を
設
定
す
る
に
あ
た
り
、
町
民
の
皆
さ
ま
の

同
意
を
必
要
と
し
ま
す
の
で
、
６
月
15
日
以
降
に
各
行
政
連
絡
員
さ

ん
を
通
じ
て
同
意
書
を
回
覧
し
ま
す
。
趣
旨
を
ご
理
解
の
う
え
、
同

意
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
農
林
課
☎
７
９
‐
１
０
０
２

方
に
は
更
新
書
類
を
送
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
手
続
き
の
お
済
み
で

な
い
方
は
今
月
中
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
老
人
保
健
法
適
用
受

給
者
証
（
65
歳
以
上
の
方
）
を
す

で
に
お
持
ち
の
方
に
つ
い
て
は
、

更
新
手
続
き
を
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の
／

　

印
鑑
、
健
康
保
険
証
、
対
象
に

な
る
要
件
を
証
明
で
き
る
も
の

（
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
障

害
年
金
証
書
な
ど
）

■
問
い
合
わ
せ
／

　

福
祉
課
☎
７
７
‐
５
５
０
５

６
月
は
児
童
手
当
「
現
況
届
」

の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

　

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方

は
、
毎
年
６
月
に
「
現
況
届
」
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に
お

け
る
状
況
を
記
載
し
、
引
き
続
き

手
当
を
受
け
る
要
件
が
あ
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で

す
。
こ
の
届
の
提
出
が
な
い
と
、

６
月
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

■
提
出
期
限
／
６
月
29
日
㈮
ま
で

■
現
況
届
に
必
要
な
も
の
／

福祉課からの
お知らせ

　

５
月
８
日
、
今
年
度
第
１
回
の
町
自
治
会
連
合
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
町
連
合
会
は
、
各
地
区
代
表
３
名
の
計

12
名
で
構
成
さ
れ
、
町
行
政
と
の
連
携
や
町
づ
く
り
に
対

す
る
提
言
・
要
望
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

今
年
度
の
役
員
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。（
敬
称
略
）

・
会
長　
　

行
田
茂
美
（
東
和
地
区
会
長
）

・
副
会
長　

山
崎
紀
幸
（
橘
地
区
会
長
）

・
監
事　
　

岡
村
博
臣
（
久
賀
地
区
会
長
）

・
監
事　
　

青
木
忠
義
（
大
島
地
区
会
長
）

町自治会連合会
役員決まる


